
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 退職に伴う脱退手続について   ２ 退職所得申告書における特定役員等勤続期間確認の簡略化について 

３ 「施設・団体負担金累計額証明書」の発送時期について    ４ 訂正・異動届の書き方について 

〇 ３月の事務スケジュール 

◆今月号は「年度末の事務手続きに関するお願い」を特集しています。 

 

 

 横浜市社会福祉協議会  

『共済News』  
 

【発行】 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 施設福祉課 共済担当 
〒231-8482 横浜市中区桜木町 1-1 横浜市健康福祉総合ｾﾝﾀｰ 7 階 
TEL 045-201-2218（平日 9 時～17 時） FAX 045-201-1661  

◆事務担当者の方への情報提供や加入者の皆さまへ周知をお願いしたいことなど（ホームページに掲載中） 

◆最新情報をメールで受け取れます。  登録はこちらから ⇒   横浜市社協 メール配信 検索 🔍 

 

 

 

 

 

 

 

加入期間によって脱退時の添付書類が異なります。添付書類がない場合は手続を進めることが

できませんので、予めご了承ください。なお、退職後、ご本人さまと連絡が取れず、書類が提出で

きない場合は行方不明等の取扱いとなり、別途手続が必要です。本会事務局共済担当までお問い合

わせください。 

 
 

 

 

 

  

 

ご提出前に必ずご確認ください 

・給付金受給申請書の振込口座名義人欄の記入漏れが散見されます。 

・ご提出後から振込みまで１～２ヶ月のタイムラグがあるため、支払日に振込可能な口座をご

記入ください。結婚等により氏名を変更される場合は、口座名義を確認のうえご提出をお願

いします。 

・加入期間 20 年以上の場合は、一時払と年金払（年 4 回払×20 年）が選択出来ます。 

 

 １．退職に伴う脱退手続について 
 

 

 ２．退職所得申告書における特定役員等勤続期間確認の簡略化について 
 

「脱退給付金受給申請書」の 3 枚目にある「退職所得申告書」の特定役員等勤続期間について

は、税務法上、有無いずれかに○印が必要です。○印がない場合には、現在 1 件ずつ施設のご担

当者様へ電話確認をしていますが、年度初めの 4 月・5 月は大変多くの書類をご提出いただくた

め、１件ずつ電話確認することが難しくなります。必ず有無いずれかに○印をしてください。  

4 月及び 5 月締め提出の書類において、特定役員等勤続期間の有無確認欄に○印が記載され

ていない場合、全て「無」として取り扱わせていただきます。 
  

記載もれがありませんよう今一度ご確認のうえ提出ください。 
 

特定役員等につきましては、国税庁ホームページ   

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2737.htm  

または検索サイトで「国税庁 特定役員」で検索）をご覧ください。 

 

 

……‥・・・年度末の事務手続に関するお願い・・・‥…… 

横浜市社協 
年金共済キャラクター  
ハッチちゃん 

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2737.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

    

 

 
 ３月の事務スケジュール   
① 【提出書類の締切日】 施 設・団 体 ⇒⇒ 社協（共済担当） ３/10 必着  

② 【給付金振込日 （２/10締め受付分） ・ 支給通知書の発送】   ３/10予定  

③ 【加入者の承認通知書 ・ 掛金請求書等 （３/10締め受付分）】 

社協（共済担当） ３/19 発送予定  ⇒⇒⇒⇒  施設・団 体 

 ３．「施設・団体負担掛金累計額証明書」の発送時期について 
 

 

 

 ４．異動（加入継続）する場合の「訂正・異動届」の書き方について 
 

 


